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用
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3 4 4 0 5 2 4

神奈川

自営業

コウノ オサム

×××

横浜市港北区○○△丁目×番×号

甲野　修

××× ××××××× ××××

4 2 16

3 1 8 1 1 0 4

2
コウノ　ハナコ

目黒区○○△丁目×番×号

目黒区○○△丁目×番×号

現金、
預貯金等

現金、
預貯金等 現金

甲野  花子

3 4 2 1 2 2 4
8

世田谷区○○△丁目×番×号 有価証券

千代田区○○町×丁目×番×号
△△証券△△支店

上場株式等 ○○
株式会社

500株 3,000

コウノ　タケシ

甲野  武
兄

0

3 0 0 0 0 0 0

3 0 0 0 0 0 0

1 5 0 0 0 0 0

1 5 0 0 0 0 0

4 5 0 0 0 0 0 4 5 0 0 0 0 0

4 1 6 6 6 6

4 1 6 6

4 1 6 6
4 1 6 6 6 6

3 4 0 0

3 0 59 2

0 3 0 51 1

○ ○ ○ ○××××××××
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、 、 の した
、 、

用し し
、 、 の 、 の 用

、 し
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の 、 利用

、 の の 等 、

の 、 利用

29

「特例贈与財産」（ 参 ）及び「 贈与財産」（ 参 ）の 方を贈与により取
得し、「特例 」及び「 」を適用して贈与 額を計 する場合には、 2 の「贈与
（ 年 ）の 額の計 明細」の「 特例贈与財産と 贈与財産の 方を贈与により取得した
場合（ 告書 の 欄及び 欄の 方に金額の記載 ある場合）」により贈与 額を計 します。

な 、この「贈与 （ 年 ）の 額の計 明細」は、 告書と せて 出する はありま
せん。

特例 贈与財産の価額 A 3,000,000 ）と 贈与財産の価額（ B 1,500,000 ）の合計額
（ D 4,500,000 ） ら 除額（ E 1,100,000 ）を 除した 価 （ F 3,400,000 ）に

（特例贈与財産用） 及び （ 贈与財産用） の「 除 の 価 」の に
た 及び 除額を 用して計 した 額（ G 410,000 ・ I 430,000 ）について、それ れの

る 額（ H 273,333 ・ J 143,333 ）を計 し、その合計額（ K 416,666 ）を
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（
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